
シンポジウム概要 

平成 23 年 5 月 28 日 
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

 
シンポジウム名 NACS シンポジウム 東日本大震災被災者復興支援 

「大震災後の多重債務者問題を考える」～大震災後の新たな多重債務者

問題の実態と今後の効果的な行政・事業者・消費者の取組み～ 
主催 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

（NACS） 
後援 経済産業省 消費者庁 東京都大田区 
開催場所 大田区消費者生活センター大集会室 
対象 一般消費者、学生、中小企業経営者、個人事業者、相談員、FP、金融機関従

事者等 
参加者数 165 名（プラス講師及びパネリスト７名） 

 
基調講演 
 
 

 弁護士 宇都宮 健児氏  

「東日本大震災と日本弁護士連合会の取り組みについて」 
１． 災害対策本部の設置 

今般の東日本大震災は地震、津波さらに原発事故と、深刻で広範囲な被

害をもたらした。日弁連では３月１１日に災害対策本部を立ち上げ、３

月末まで被災地を視察。避難所にいる被災者は高齢者や弱者が多く、生

活費をどう調達するのか問題となっている。 
２．被災者向け無料法律相談の実施 

日弁連では全国 13 弁護士会の協力を得て、被災地で無料法律相談を実

施。特に宮城県では避難所を回り相談に乗った。また被災者の避難先で

ある新潟県や埼玉県でも無料相談を実施した。被災者は、震災で流され



たり使用できなくなったりした住宅、自動車、船、漁具、生産設備のロ

ーンの支払いに極めて強い不安を持っている。今までのローンを抱えた

ままで新たなローンを組むという二重ローンも発生している。二重ロー

ンはマイナスからのスタートであり、人間らしく生きていくことが困難

になる。 
３． 被災者の救済と被災地の復旧・復興支援に向けた政策・立法提言被災者

が生活政権に向けて希望をもてるような政策を！ 
（１） 第一次緊急提言・・・①コミュニティの維持・再生・発展②二重ロ

ーン等不合理な債務からの解放③生業・就業場所・機会の確保 
（２） 原発事故関係の提言・・①原子力保安院は経済産業省から独立②発

電・送電の分離③原発事故の被害救済のためのスキーム作り 
（３） 二重ローン問題に関する提言=平成の徳政令→被災者や地場産業、

それらに融資する金融機関が全て立ち直らなければコミュニティ

は再生しない。①金融機関の債務免除の促進②債権買取機構の利用

③国や自治体等による土地の買い取り 
☆連帯保証人不要の年１．５％程度の低利の融資（保証人がつく場合は年

利０％）が必要。被災者はストレスが溜まっている。役所が避難所に出向

き、自治体が中心となって被災者に十分な手当てをするべきだ。 
パネルディスカ

ッション 
 

 
 
パネラーと意見テーマ及び主旨・・・発言順） 

 
「今、相談現場に寄せられる多重債務者問題」   

  からローン

 

（

・ ＮＡＣＳ理事 消費者相談・ADR 委員会委員長 
 唯根 妙子 

 震災以降、「残業やボーナスのカットで収入が減った消費者

の返済が困難」と言う相談や、「隣家の瓦が落ちて新車を破損したが地

震が原因なので保険がきかない」、「知人の借金の連帯保証人になって

いるが知人が行方不明になり、借入先から返済するよういわれた」な

どの震災がらみの相談が増えている。消費生活相談の課題と限界を実

感している。 

 
 
 

 



           金融庁監督局総務課金融会社室課長補佐 
     

サラ金問題がきっかけに「貸金業の規制等に関する法律」が制定され、

被災した利用者の借り入れ返済についての相

・ 経済産業省商務流通グループ取引信用課長補佐 

か 

１ ・・・主な規定（クレジット業者の登録・クレジ

２． ジット業者に対して①被災者へ

３． 社相談窓口一

 

 

           松井 正人氏           

「貸金業者の監督実務と日本貸金業協会相談・紛争 
解決センターについて」 
 

平成 18 年に多重債務問題を背景に改正貸金業法が公布され平成 22 年

6 月までに施行された。 
3月24日貸金業協会では

談窓口を設置し、会員に対して①被災者からの借り入れ申込みや支払

い条件の変更申し込みについての丁寧な対応②回収業務はカウンセリ

ング中心としたものにすることを依頼。金融庁も、生活の立て直しが

第一との観点から、貸金業協会に対して、被災者からの資金需要や条

件変更に適切に応えるよう要請。相談窓口として「貸金業相談・紛争

解決センター（ADR）」の紹介あり。 
 

 相川 祐太氏              
「クレジット分野における東日本大震災にか

る取組について」 
． 割賦販売法の概要

ット業者に対する抗弁権・過剰与信防止義務・クレジットカード情報

の保護・自主規制）について説明 
震災後の行政による取組・・・クレ

のクレジットカードの迅速柔軟な再発行②クレジットの支払い条件

の変更等の柔軟な対応③生活必需品等購入の際には、カード上限の

例外規定の適用など柔軟な対応④加盟店管理の徹底、を要請。政府

広報で(社)日本クレジット協会の専用相談窓口の電話番号を、官邸ホ

ームページでクレジット会社の相談窓口一覧を掲載。クレジットカ

ードのショッピング枠の現金化に関して注意喚起。 
クレジット協会として被災者専用相談窓口を設定。各

覧を作成配布。 

 
 
 
 

 



・オリックス(株)法務・コンプライアンス部長  

イアンス体制について 
て」 

 
    企業にコンプライアンスの意識があれば人間としてひどいことはで

 
 (社)日本臨床心理士会千葉県臨床心理士会幹事 

 

「再発防止に必要な多重債務者へのサポート 

    臨床心理士は日本で２万人強おり、医療・産業・福祉の分野で活動。

小池 正昭氏     
       

「コンプラ

：金融サービスの提供者とし

きないはず。コンプライアンス業務が誠実かつ崇高な企業活動を支

える。当社は法令を遵守した行動をとっており絶えず企業理念に即

した行動をとり社会貢献が行動規範。昨年１０月１より貸金業ADR
と契約。３月１４日の貸金業協会の要請を受け、罹災時の取立ては

柔軟に状況に応じてという対応をしている。社員を被災地にボラン

ティア派遣している。 

・

              石川 雅子氏

 

について」 
 

３月２３日に「東日本大震災心理支援センター」を立ち上げ、被災

者への支援活動を支えている。「弱いこと、苦しいは言ってはいけな

い」、「相談することは恥ずかしい」と思ってはいけない。長期のス

トレス、風評被害、支援環境からの孤立は治療が必要なストレス障

害になる。被災者に寄り添う、木目細かいケアが大切。 
質疑応答 ・今回の ンではな

 
 

大災害で住宅ローンの問題が一番大きいと思う。二重ロー

く、ローンが残っている住宅をローン付で住宅買取機構が買い取り、新し

い住宅は山側の高い地域に建て、海の近くを買い取って漁業の整備をした

らどうか。 
・Ｑ 連携の必要性と言われるが、どのように連携されているのか。

 相談に関して、どこまであっせんするか

・

：多重債務で

Ａ：金融庁を初め、地方自治体でも多重債務の相談窓口を設けている。また、

講師派遣等もおこなっている。 
 消費者相談窓口では多重債務の

については各市町村で違う。解決に向けて、弁護士会、簡易裁判所等と連

携をとっているが、心のケアに関してのつながりはなかった。カウンセリ

ングの必要な相談者も増えていて、連携の必要性を感じている。 
多重債務に関しては、先ず救済、次に再生支援、家計管理の 

 



 

務が増えて

・ 閉まっている。

 

カウンセリングが必要。多重債務は減っている。過剰、過重債

いる。今まではローンを払ってこられたが二重ローンも含め、今後払えな

い人が増える。阪神大震災では公的な融資を低い金利で受け付けるのに精

一杯だった。次の一歩を今後考えていくことが必要。 
ボランティアで被災地に行っている。商店街や飲食店街は

家を建てればよいということではない。町をどう再生させていくか、 
市の方針を出すべきだと思う。 
 
 

 
感想 益社団法人NACSが東日本大震災被災者復興支援としてできることの一つ公

 が「情報発信」である。その目的でシンポジウムを開催し、会場で義損金を

募った。各パネラーがそれぞれの立場から具体的な取り組み、課題について

意見を述べられ、相談先の情報提供もあり、大変有意義なシンポジウムとな

った。 
義援金 ，８８８円の義援金をいただきました。 

いました。 

                  

合計５２

義援金は日本経済新聞社を通じて 
日本赤十字社に送りました。 
ご協力いただきありがとうござ

 

       
司会  
 
 
 
 

 経済ジャーナリスト・アナウンサー           

浜田 節子 氏    

 

      

 


